
災害救助法の見直しを求める意見書 

 災害救助法は、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力のもとに、

応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的に、昭

和２２年１０月１８日に制定された。 

災害救助法による救助は、法定受託事務として都道府県知事が行い、市町村長がこれを

補助するとして、避難所、応急仮設住宅の設置・住宅の応急修理、食品・飲料水・被服・

寝具等・学用品の給与、医療、助産、被災者救出、埋葬、死体の捜索及び処理、住居また

はその周辺の土石等の障害物の除去が定められ、内閣総理大臣が定める基準に従って、都

道府県知事が定めるところにより現物で行うこととなっている。 

しかしながら災害救助法による救助は、災害により例えば、人口３０万人以上で全壊１

５０世帯と、市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合に行うとの適用基

準があり、平成３０年７月豪雨災害では、全国で１１府県６７市３９町４村が適用を受け

たが、近隣で相当な被害があったにも関わらず、適用されなかった自治体があった。 

 土石等の障害物除去についても、民有地での土砂撤去は、住宅等の日常生活に欠くこと

のできない場所に限られており、全てがその対象になっておらず、個人の資力では、到底

除去は困難である。 

 また、被災者住宅の応急修理、生活必需品や応急仮設住宅の供与等に欠くことのできな

い家屋被害認定調査や罹災証明書の発行業務に要する経費についても自治体の負担となっ

ており、その改善が求められる。 

よって、国におかれては、下記のとおり、災害救助法に基づく応急救助について被災者

の生活再建に結びつくよう見直すことを強く要望する。 

 

記 

 

１ 災害救助法の適用要件を、現場の実態に応じ、同じ被害を受けた全ての被災地域が等

しく支援を受けられるよう、制度の見直しを行うこと。 

 

２ 災害救助法における「障害物の除去」について、土砂災害の場合、対象を「私道」「一

部損壊」まで拡充し、費用の限度を引き上げること。 

 

３ 家屋被害認定調査や罹災証明書の発行業務に要する経費を災害救助費の対象とし、災

害救助法に基づく国庫負担を引き上げること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和元年９月３０日 

 

泉 大 津 市 議 会 

 

送付先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、

内閣府特命担当大臣(防災) 


